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● 地区計画の推進 
     ◇ 辰野駅前土地区画整理事業は廃止と

なり、安全で快適な市街地環境の形成

を図るため、住民発意による地区計画

の導入を地区住民と協力しながら進め、

公共施設の配置や建築物の形態等を総

合的に計画し、建築行為や開発行為を

適正に規制・誘導するとともに、各種

都市基盤施設の整備を推進します。ま

た、駅前広場と生活環境の改善、防災

面の改善などについて、地区住民の意

向を把握しつつ十分な議論を踏まえた

まちづくりを計画的に進めます。 

◇ 地区計画区域の土地利用は、生活道路や広場を段階的に整備し、商業、福祉、医

療施設の維持・立地を図り、町民の交流と情報、憩いの場を確保するなど、商業機

能及び福祉施設と居住機能等が融和し、豊かな暮らしを創出するよう計画的な土地

利用を誘導します。 

 

● 町の玄関口としてのイメージアップ 
      ◇ 情報の受発信基地として、観光情報センターの機能を充実し、新たな交流を育み

ます。 

◇ 町の「顔」であるとともに交流を育む玄関口として、辰野駅前広場の整備を推進

します。整備にあたっては、観光情報センターと一体的な土地利用の実現を図ると

ともに、ポケットパークの適正な配置や緑化の推進等うるおいのある快適な空間づ

くりを検討していきます。 

 

● 美しい街なみの形成 
      ◇ 美しい街なみの形成を図るため、下辰野、宮木、平出地区の各商店街においては、

住民協定の締結により魅力ある景観づくりをするよう誘導していきます。 

      ◇ 北部土地区画整理事業、原土地区画整理事業、新町南原土地区画整理事業及び住

宅団地等の面整備済みの区域においては、緑化協定や住民協定、地区計画制度の導

入等を検討し、計画的な土地利用の誘導により美しい街なみの形成を図ります。 

■ 地域の整備イメージ 
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